
平成 年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
二
号
を
削
り
、
第
百
三
十
一
号
を
第
百
三
十
二
号
と
し
、第
百
三
十
号
の
二
を
第
百
三
十
一
号
と
す
る
。

（
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
農
林
水
産
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
号
、
第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
、「
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
四
号

ま
で
」
を
「
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第

十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
五
号
を
削
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
及
び
第
百
十
六
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
八
十
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
八
十

四
号
」
に
改
め
る
。

（
農
業
資
材
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

農
業
資
材
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
農
業
機
械
化
分
科
会
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

農
業
機
械
化
促
進
法
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
八
号

農
業
機
械
化
促
進
法
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
農
業
機
械
化
促
進
法
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

（
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
令
の
廃
止
）

第
一
条

農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
八
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
十
五
条
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
農
業
機
械
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
六
条
第
一

項
（
検
査
）
の
検
査
そ
の
他
の
特
定
事
務
で
、」を
削
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
第
百
三
十
二
号
に
掲

げ
る
法
律
に
係
る
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
の
犯
罪
行
為
の
事
実
及
び
農
業
機
械
化
促
進
法
を
廃
止
す
る
等
の
法
律

附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
日
以
後
の
犯
罪
行
為
の
事
実

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

農
林
水
産
大
臣

山
本

有
二

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
九
号

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

山
本

有
二

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
十
号

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地

域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
一
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。



平成 年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報

（
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
）

第
四
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
申
請
に
係
る
発
明
が
承
認
地
域
経
済
牽
引
事

業
の
成
果
に
係
る
発
明
又
は
当
該
発
明
を
実
施
す
る
た
め
に
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
従
っ
て
承
継
し
た

特
許
を
受
け
る
権
利
に
係
る
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
、
申
請
人
が
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
中
小

企
業
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
写
し
を
添
付
し
て
、
特
許
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

申
請
に
係
る
発
明
の
特
許
出
願
の
表
示

三

出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政

令
第
二
十
号
）
第
一
条
第
二
項
の
表
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
金
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
軽
減
す
る
も
の
と
す
る
。

（
商
標
登
録
出
願
等
に
係
る
登
録
料
の
軽
減
）

第
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
に
、
申
請
に
係
る
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
（
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七

号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
い
う
。
第
二
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。）が
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
係
る
商
品
又
は
役
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
承

認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
写
し
を
添
付
し
て
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

申
請
に
係
る
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
の
番
号
又
は
登
録
番
号

三

登
録
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
商
標
法
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
を
軽
減
す
る
も
の
と
す
る
。

（
商
標
登
録
出
願
の
手
数
料
の
軽
減
）

第
六
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
出
願
の
手
数
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
申
請
に
係
る
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
が
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業

に
係
る
商
品
又
は
役
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
写
し
を

添
付
し
て
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

申
請
に
係
る
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
の
表
示

三

商
標
登
録
出
願
の
手
数
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
四
条
第
二
項
の
表

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
商
標
登
録
出
願
の
手
数
料
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
軽
減
す
る

も
の
と
す
る
。

農
地
法
施
行
令
及
び
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

（
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
一
条

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
第
一
項
中
「
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律

（
」
を
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律

第
四
十
号
。」に
、「
第
三
条
第
六
項
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
五
号
」
に
、「
従
業
員
」
を
「
常
時
使
用
す
る
従

業
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
六
項
第
八
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
特
許
料
の
軽
減
）

第
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
に
、
申
請
に
係
る
特
許
発
明
が
承
認
地
域
経
済
牽け

ん

引
事
業
（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
承
認
地

域
経
済
牽
引
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
成
果
に
係
る
特
許
発
明
又
は
当
該
特
許
発
明
を
実
施
す
る
た
め
に
承

認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）に
従
っ
て
承
継
し
た
特
許
権
若
し
く
は
特
許
を
受
け
る
権
利
に
係
る
特
許
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
、
申
請
人
が
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
承
認
地
域
経
済
牽

引
事
業
計
画
の
写
し
を
添
付
し
て
、
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

申
請
に
係
る
特
許
発
明
の
特
許
出
願
の
番
号
又
は
特
許
番
号

三

特
許
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
許
法（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
十
年
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
額
を
軽
減
す
る
も
の
と
す
る
。

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
係
る
債
務
の
保
証
」
の
下
に
「
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に

よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
係
る

債
務
の
保
証
」
を
加
え
る
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
第
二
項
第
九
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
第
八
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

（
経
済
産
業
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
四
号
中
「
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

山
本

有
二

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三


